
９月20日から26日は「動物愛護週間」です

動物の遺棄・虐待は犯罪です
　犬や猫などの愛護動物を虐待や遺棄（※）した場合
は100万円以下の罰金に処されます。
※�置き去りや負傷・老齢・幼少など自分で生存でき
ない状態で引き離し、生命・身体を危険にさらす
行為。第三者の保護を期待した場所への置き去り
や引き離しも遺棄となります。

ペットの終生飼養
　飼育しているペットがその寿命を迎えるま
で適切に飼育することです。ペットは、最後
まで愛情と責任を持って飼育しましょう。
　やむを得ず最後まで飼うことができない場
合は、責任を持って次の飼い主を見つけてあ
げましょう。

犬を飼っている方へ

●鑑札と注射済票をつけましょう

　迷子になっても迷子札の役目
となり、飼い主の所に帰ること
ができます。

●周辺環境への配慮●登録と届出
　犬を飼い始めたら30日以内に
登録と鑑札の交付を受けてくだ
さい。また、次のようなときに
は30日以内に届出が必要です。
①住所や飼い主が変わったとき
②飼い犬が亡くなったとき
●狂犬病予防注射を受けましょう
　狂犬病は、人が感染するとほ
ぼ100％死亡する恐ろしい感染
症です。法律で義務づけられて

いますので、毎年４月１日から
６月30日までに狂犬病予防注射
を受けましょう。

　放し飼いは、宮城県の条例で
禁止されています。室外で飼う
場合は鎖などでつなぎ、室内で
飼う場合は外に出ないよう気を
つけましょう。
　また、散歩中には、排せつの
後始末の道具（ビニール袋・水
など）を持ち歩き、外で排せつ
してしまったら、尿は水で流し、
ふんは持ち帰りましょう。

　動物にとって、発情期は大き
なストレスです。また、猫は年

猫を飼っている方へ
●屋内飼育に努めましょう

●不妊・去勢手術をしましょう

●飼い主のいない猫の不妊去勢
　宮城県では、飼い主のいない
猫（野良猫）を対象とした不妊
去勢手術の助成制度を設けてい
ます。詳しくは、宮城県獣医師
会事務局（022-297-1735）ま
でお問い合わせください。

２～３回出産を行い、１回で３
～７匹の子どもを産むため、自
然にしておくとすぐに数が増え
ます。子どもを産ませる予定が
ない場合は、不妊・去勢手術を
行いましょう。

　交通事故で犠牲になっている
動物の多くは猫です。屋内で飼
育することで、感染症や交通事
故にあう確率が格段に減ります。
　また、ふんや尿、爪で車に傷
をつけるなど、近隣とトラブル
になるケースが多く見られま
す。猫も屋内で飼育するように
しましょう。

● 外の猫に対する無責任な餌や
りはやめましょう
　餌を与える以上は、飼い主と
しての自覚を持ちましょう。か
わいそうだからと餌を与え続け
ると、周辺にふん尿の汚れや繁
殖などの問題が発生します。餌

を与える方が、餌場の清掃、ふ
ん尿の始末、不妊・去勢手術を
行うよう努めてください。
※�市や保健所では、繁殖し過ぎ
た野良猫などの駆除を目的と
した捕獲は行っていません。

　命ある動物の愛護と適正な飼養についての関心と
理解を深めるため、「動物の愛護及び管理に関する
法律」では、９月20日から26日までを動物愛護週
間と定めています。この機会に私たちが飼っている
動物、身近にいる動物について考えてみましょう。

問生活環境課　☎22-1314
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